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１ 基本方針策定の背景及び位置付け 

 
 （１）基本方針策定の背景 
    平成２５年度決算見込みにおいて、一般会計、特別会計及び基金の収入未済 
   額の合計は、約４９億円です。 
    市税を中心とした徴収体制の整備など一定の努力の結果、収入未済額は減少 

傾向にありますが、依然として高水準で推移しており、収入未済額の縮減は、自 
主財源の確保のみならず、市民負担の公平性と受益者負担の徹底を図る観点 
からも厳正な対応が求められるところです。 

    債権の管理・回収については、それぞれの債権担当部署で取組んでいるところ 
ですが、人員体制や回収対策への取組み状況を見ると、その対応に差が生じて 
おり、体制の強化や債権の管理・回収スキルの向上を図ることにより、債権の管 
理・回収をより一層推進していく必要があります。 

    このことは、監査委員による「行政監査の結果に関する報告について（宇監第 
１５２号平成２５年１１月１４日）」において、種々指摘され、改善・検討すべき事項 
について、意見をいただいたところです。 

そこで、平成２６年度から、未収金対策を強化するため、総務管理部内に債権 
   管理回収室を設けるとともに、宇部市が取り扱うすべての債権の適正管理と円 

滑な回収事務に向けて、関係部署との連携を図るため、「宇部市債権管理回収 
対策委員会」を設置したところです。 

    そして、この委員会で、これまで基本的な考え方や全庁統一的な取扱いが存 
在していなかった債権の管理・回収に関して、これらを明確にし、今後の収入未 

 済額の縮減に向けての指針とするため、「宇部市債権管理及び回収に関する基 
本方針」を策定しました。 

 
            収入未済額の推移（平成２１年度～２５年度）       単位：千円 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

一 般 会 計 ２，８１３，２８０ ２，７２１，６３４ ２，６４０，１７９ ２，５４７，３９０ ２，３３７，７６９ 

特 別 会 計 ２，７７６，４６９ ２，６２７，０１１ ２，６９０，７５６ ２，６４７，８６６ ２，５４９，５７６ 

基      金 １３，８９０ １２，３８７ １１，１４４ １０，４４３ １０，２０７ 

合   計 ５，６０３，６３９ ５，３６１，０３２ ５，３４２，０７９ ５，２０５，６９９ ４，８９７，５５２ 

対前年度増減額 １６６，６３５ △２４２，６０７ △１８，９５３ △１３６，３８０ △３０８，１４７ 

対前年度増減率 ３．０６％ △４．３３％ △０．３５％ △２．５５％ △５．９２％ 
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（２）基本方針の位置付け 
   本基本方針は、地方自治法・同施行令及び地方税法等関係する法令の規定に 

基づき、債権の管理・回収における基本的な考え方、具体的な取組みを示すととも 
に、より一層の債権管理の推進のための環境整備に向けた取組みについて示した 
ものです。 

 
            債権管理及び回収に係る法令等の体系図 

 
 
 
           地方自治法               地方税法など 
           同施行令                 個別の法律 

 
 
 
   
           

宇部市債権管理及び回収に関する基本方針 

 
 
 
 
           ・宇部市債権管理条例（予定） 
           ・宇部市財務規則 
           ・宇部市税賦課徴収条例 ほか 

 
 
             
         各債権管理及び回収に関するマニュアル 
           ・宇部市徴収実務マニュアル（市税） 
           ・宇部市債権管理回収マニュアル 
           ・その他個別マニュアル 

 
 
 
 
 



 

- 3 - 
 

２ 基本方針 

  

（１）基本的事項 

   ア 趣旨 

     市財政の健全化、市民負担の公平性及び受益者負担の徹底を図るために 

は、適正な債権管理の推進と収入未済額の縮減に取り組むことが必要です。 

     これを全庁一体的に実現するために、債権管理に関する基本的な考え方と 

 具体的な取組みを示す「宇部市債権管理及び回収に関する基本方針」を策定 

するものです。 

 

   イ 対象債権 

      市が保有するすべての債権とします。 

 

   ウ 基本的な考え方 

 債権の管理・回収に関する事務は、各債権に適用される法令、条例、契約等 

に基づいて、適正な債権管理と効率的・効果的な債権回収をします。 

 

 

 （２）債権の分類とその法的な取り扱い 

    債権は、公債権（公法上の原因に基づいて発生する債権）と私債権（私法上 

の原因に基づいて発生する債権）に大きく分類され、さらに公債権は、強制徴収 

公債権（地方税の滞納処分の例により、本市自ら強制徴収できるもの）と非強制 

徴収公債権（本市自ら強制徴収ができないもの）に区分されます。 

    これらは、それぞれ債権の管理方法や時効制度など、その取扱いが異なる 

   ため、債権管理にあたっては、十分注意し、個々の債権の法律上の規定に応じ 

   て取り扱うことが必要です。 
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               債権の分類 

 

分 類 

地方公共団体の債権 

公法上の債権 私法上の債権 

強制徴収（滞納処分）ができる 
強制徴収（滞納処分）ができず、 
強制執行が必要 

地方税 

分担金、加入金、
過料、法律で強
制徴収に関して
定めのある使用
料その他の歳入 

法律で強制徴収
に関して定めの
ない使用料、手
数料等 

契 約 等の 私 法
上 の 原 因 に 基
づ く もの（ 財産
収 入 、 貸 付 金
等） 

督 促 
地方税法 
第 329 条 
第 1 項ほか 

 
地方自治法第 231 条の 3 第 1 項 

 

地 方 自治 法 施
行令第 171 条 

延滞金 
地方税法 
第 326 条 
第 1 項ほか 

地方自治法第 231 条の 3 第 2 項 
（宇部市延滞金の徴収に関する条例） 

－ 

滞納処分 
地方税法 

第 331 条ほか 

地 方 自 治 法 第
231 条の 3 第 3
項、その他個別
法の規定 

－ 

強制執行等 － 地方自治法施行令第 171 条の 2 

消滅時効 

原則５年（時効の援用は不要） 主 観 的起 算 点
から５年 
客観的起算点 
から１０年 
の い ず れ か 早
い方 
※ 時 効の 援 用

が必要 

地方税法 
第 18 条 

地 方 自 治 法 第
236 条第 1 項、 
その他個別法の
規定（※５年未満
の債権もある） 

地方自治法 
第 236 条第 1 項 

類 型 
 

強制徴収公債権 
 

非強制徴収 
公債権 

私債権 
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 （３）債権の管理・回収の具体的取組み 
   ア 適正な債権管理 
    （ア）債権の発生 
       公債権は賦課処分（公法上の原因）に基づいて、私債権は契約等（私法上 

の原因）に基づいて発生します。 
       債権の額の決定にあたっては、関係書類を十分審査・確認し、正確を期す 
       ることが重要です。また、債権の内容に応じて、担保や保証人等を確保する 
      など、滞納となることを未然に防止することが必要です。 
    （イ）日常の管理 
      ａ 台帳・ファイルの管理 
          債権の管理では、債権の発生以降の納付状況や交渉記録等の情報記 

録が重要です。このため、情報を記載した台帳・ファイルを作成して、債権 
を適正に管理し、効率的に事務処理を行います。 

      ｂ 納期内納付の推進 
         滞納の発生を防ぐためには、納期内納付が重要です。このため、口座  

振替の勧奨、コンビニでの収納など積極的に周知することにより、納期内 
納付を推進します。 

      c 時効の管理 
         債権の管理を行う上で、時効の管理は極めて重要です。 

漫然と時効を迎えることがないよう、根拠法令に定める各債権の消滅時効 
期間を的確に把握し、必要に応じて時効中断の措置を講じます。 

 
   イ 効率的・効果的な債権回収 
    （ア）滞納債権への早期対応 
       初期対応を迅速かつ的確に実施することが、収入未済の縮減につながる 

ことから、納期内に納付されない場合は、法令等に基づき督促手続きを徹 
底するとともに、納付案内センターを活用し、納付を促します。 

       また、速やかに納付交渉や納付相談を実施し、早期の納付を求め、ある 
いは、滞納発生の原因、納付の意思、収入や財産状況などの把握に努めま 
す。 

    （イ）徴収方針の検討 
       納付交渉や財産調査（庁内、官公庁、金融機関）などを通じて、生活環境 

や収入・資産の状況を正確に把握した上で、資力に応じた適切な徴収方針 
を検討します。 
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    （ウ）徴収の猶予 
       災害、病気、無資力などの理由により、滞納債権を直ちに徴収することが  

困難であると判断される場合には、法令に基づく徴収猶予や履行延期の特 
約等（納付期限の延長、分割納付）を適用します。 

    （エ）滞納処分及び法的措置 
       納付資力がありながら、納付しない者に対しては、法令に基づき対処しま 

す。強制徴収公債権については、差押え、換価等の滞納処分を実施します。 
 非強制徴収公債権や私債権については、訴訟手続や強制執行等の法的措 
置を行います。この場合、議会の議決が必要となります。 

    （オ）債権の消滅 
       徴収する権利が消滅した債権は、不納欠損処分（その処分時点で、当該 

債権額を翌年度繰越額から除去する決算上の処理）を行います。 
a 時効による消滅 

        公債権については、各債権の消滅時効の期限を経過した場合は、時効 
の援用を要さず、時効が完成し、債権が消滅します。また、私債権について 
は、債務者が時効を援用することにより、時効が完成します。 
b 免除 

     非強制徴収公債権及び私債権については、法令の規定により、債務者 
が無資力またはそれに近い状態であることなどから、履行延期の特約を行 
った場合、当初の履行期限から１０年を経過してもなお同じ状態である場合 
に、権利を免除することができます。 
c 債権放棄 

あらゆる措置を講じてもなお徴収の見込みのない債権については、効率 
的、合理的な債権管理の妨げとなることから、法令に基づく滞納処分の執 
行停止や議会の議決を経て、債権の放棄を適正に行います。 

   
 

（４）債権の管理・回収のための環境整備 
   ア 債権管理回収室の設置 

強制徴収公債権のうち５債権（市税、国民健康保険料（税）、介護保険料、後 
期高齢者医療保険料、保育料）について、各債権担当課において処理困難な 
滞納事案にかかる、徴収、収納及び滞納処分事務を集約して、引継ぐために、 
債権管理回収室を設置しました。これにより、滞納繰越額の圧縮と収納率の向 
上を図るとともに、債権管理回収マニュアル等を活用し、各債権担当課に対し 
て、滞納整理について助言・指導していきます。 

 
 



 

- 7 - 
 

イ 宇部市債権管理回収対策委員会の設置      
適正な債権管理及び円滑な回収事務を行うために、宇部市債権管理回収 

対策委員会を設置しました。 
      この委員会を通じて、関係部署が緊密に連携し、情報を共有することで、債  

権の管理・回収に関する取組みを全庁一体となって推進します。 

 
ウ 債権管理回収マニュアルの策定 

市が取り扱う公債権及び私債権の適正な管理と円滑な回収事務のため、そ 
の事務手続きなどを定めた債権管理回収マニュアルを策定し、各債権担当課 
において、マニュアルに沿った事務を徹底することで、滞納債権の縮減につな 
げていきます。 

 
   エ 人材の育成 

      債権の管理・回収に携わる職員には、一定の法務の知識や技術を備えるこ 
    とはもちろんのこと、さらなるスキルアップが求められるため、専門研修の充実 
    を図り、人材を育成します。 

 
   オ 条例等の整備 

      非強制徴収公債権や私債権については、訴えの提起などの法的措置や権 
利放棄に係る手続きを条例等により簡素化することで、円滑な債権整理を実施 
している自治体が見受けられます。 

      本市においても、適正な債権管理の推進と収入未済額の縮減に向けて、条  
例等の整備について、宇部市債権管理回収対策委員会で協議します。 

 
 

（５）債権管理計画の策定とＰＤＣＡ 
     毎年度、債権ごとに収納率、滞納の縮減額等の数値目標を設定し、その目標  

に向かって対策を進めることにより、適正な債権管理を実現するため、債権管理 
計画を策定します。また、債権担当課と債権管理回収室との連携のもと、計画の 
進行管理を行うとともに、ＰＤＣＡ手法により、継続的に改善を図ります。 

 
 

（６）組織・体制の検討 
   債権管理及び回収に関して、さらに実効性を高めるために、組織・体制のあり 

方について検討します。 

 


